
 

   令和４年度第４回埼玉県少子化対策協議会 次第 
 

日時：令和５年３月２４日（金） 

   １５：３０～１６：３０ 

方法：Ｚｏｏｍ 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶                

  議長（埼玉県福祉部少子化対策局長） 

 

３ 議題 

（１）ワーキンググループの報告 

① 待機児童対策協議会 

② 子育て支援 

③ 結婚新生活支援事業 
 

（２）令和５年度事業の共有 

① 子育てファミリー応援事業 

② SAITAMA 子育て応援フェスタ 

③ 多機能型地域子育て支援の推進 

④ 埼玉版放課後児童健全育成事業 

⑤ 保育士の奨学金返済支援 

 

４ 閉会 



 

 

待機児童対策協議会 活動報告 

 

 

１ 令和４年度の実施状況 

 (1) 開催日 

   第１回 令和４年１１月３０日（ＷＥＢ会議） 

 

 (2) 内容 

  ・「保育の受け皿整備」に関するＫＰＩの設定について 

  ・待機児童対策に関する市町村への事前調査結果の情報共有・意見交換 

  ・待機児童対策の取組事例の紹介・意見交換 

   さいたま市（保育コンシュルジュの活用、ＡＩチャットボットの導入） 

 

 (3) 協議会委員 

  さいたま市、川越市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、 

  草加市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、北本市、八潮市、 

  富士見市、三郷市、蓮田市、吉川市、白岡市 

  ※越谷市がオブザーバーとして参加 

 

 

２ 今後の展開 

  保育所等の新設だけでなく、地域の実情に応じた取組事例の情報共有を行い、待機児童

解消を目指す。 

 

 

 

＜参考＞ 

【埼玉県の待機児童数】（４月１日現在）                      

年 度 H29 H30 H31 R2 R3 R4 

待機児童数（人） 1,258 1,552 1,208 1,083 388 296 

前年比（人） 232 294 🔺344 🔺125 ▲695 ▲92 

 

 【年齢別待機児童の割合】（令和４年４月１日現在）               

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳以上児 計 

待機児童数（人） 12 213 47 19 5 296 

構成比（％） 4.0 72.0 15.9 6.4 1.7 100.0 

 

 

 【受入枠拡大数の実績と計画】 

 

区 分 内 容 
受入枠 

R3 実績 R4 計画 

保育所 安心こども基金(又は交付金）による保育所整備等 2,432 人 1,300 人 

認定こども園 安心こども基金(又は交付金）による認定こども園整備等 606 人 600 人 

地域型保育事業 小規模保育などによる低年齢児保育の促進 382 人 600 人 

企業との連携 企業内保育所の促進、企業主導型保育事業活用 137 人 500 人 

合計  3,557 人 3,000 人 

91.9％ 

資料１ 
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子育て支援ワーキングについて

・ 令和５年２月１４日 埼玉会館７C会議室

・ 多機能型地域子育て支援について
産前産後から就学前・就学後を通じて様々な子

育て家庭が身近な地域で安全にかつ安心して子育
てできるよう利用者支援事業を核とした多機能型地
域子育て支援の実施が求められている。

・ その他
各市町村が日ごろ業務を実施する中で課題と考え

ている事項について意見交換を実施した。

・令和５年度新規事業「多機能型地域子育て支援整備事業」について

(1) 県から多機能化・新規事業等の概要説明

・桶川市
市の子育て世代包括支援センターを中心に市内の子育て支援拠点・母子保健部門・保育所等と定

期的に連携会議を開催して連携を図っている。
・久喜市
認定こども園を運営する学校法人に利用者支援事業を委託して栗橋駅前で「子育て案内所えんむす

び」を運営している。そこを拠点として地域の様々な関係機関とネットワークを構築している。
・杉戸町
町の子育て世代包括支援センターの保健師などの職員が町内の子育て支援拠点・保育所を月１回

以上訪問して情報連携に努めている。また、実務者会議・ケース会議など各種会議を定期的に開催して
いる。

(2) ３市町から先進事例発表

(３)グループワーク

参加者が５名づつ４グループに分かれテーマや日ごろの業務の課題について意見交換
【主な課題】
・内容が複数の課にまたがるが連携するには個人情報の管理など難しい課題がある。
・多機能化のためにはとりまとめ機関が必要であり、基盤となる拠点の底上げが必要である。

・ １４市町 ２０名

参加者

テーマ

日時・場所



結婚新生活支援事業ワーキンググループ 活動報告

１ 日時

２ 概要

３ 今後の予定

日時︓令和４年１０月２０日(木) １０︓００〜１１︓３０ （Zoom）
第１部︓令和５年度結婚新生活支援事業の活用を検討される市町村 ２２市町
第２部︓今年度都道府県主導型市町村連携コースに参加している市町村 ７市町

第１部︓①令和５年度概算要求内容（内閣府）の説明
②連携コースに参加するために必要な、県として実施予定の取組の説明。
➡令和５年度も補助率が高い(2/3)連携コースに参加可能。
③質疑応答及び意見交換

第２部︓①令和４年度の現状報告・市町村からの要望及び課題の共有
②参加市町から現場の対応や問題点等を報告及び意見交換
③令和４年度都道府県主導型市町村連携コースの県事業について連絡

・令和５年度参加予定
○ 一般コース ５市町
○ 都道府県主導型市町村連携コース １１市町

・交付申請（４月）

資料３



内閣府資料から抜粋



内閣府資料から抜粋



内閣府資料から抜粋



令和５年度当初予算案における主要な施策

参考資料

部 局 名

福 祉 部

第４回少子化対策協議会用・抜粋版

 資料４ 



－ ６ －

子 育 て 家 庭 の 支 援 ・ 孤 育 て 防 止

現物給付等を通じて子育て世帯と 確実につながり 、 孤育てやワンオペ育児などを防止する。

目 的

担当 少子政策課 企画・ 子育てムーブメ ント 担当
内線 ３ ３ ２ ５

【予算額】４５２，８７８千円

事業概要

１ 子育て家庭の支援・孤育て防止 ４５２，８７８千円

新 規

（ １ ） 子育てファ ミ リ ー応援事業（ 新 規 ） ４ ５ ２ ， ８ ７ ８ 千円
趣 旨 市町村は、 現物給付等を通じて子育て世帯と 確実につながると と も に、 出産前から 子育て支援へのきっかけ

を作り 、 孤育てやワンオペ育児などを防止する

時 期 令和５ 年度（ 通年）

内 容 1人あたり 最大１ ０ ， ０ ０ ０ 円相当を給付
・ 県 ギフト ボッ ク ス等（ おむつ等） 負担割合２ ／３ 最大１ ０ ， ０ ０ ０ 円相当
・ 市町村 現金給付または現物給付等 負担割合１ ／３
（ 例） 県は１ ０ ， ０ ０ ０ 円分のギフト ボッ ク ス等（ おむつ等） を配付＋市町村は５ ， ０ ０ ０ 円現金給付

対 象 本事業を実施している埼玉県内の市町村に住んでいる、 令和５ 年４ 月１ 日から令和６ 年３ 月３ １ 日に子が出
生した世帯

配付方法 県が委託業者と 一括して契約し商品を手配・ 確保、 市町村経由等で配付



－ ７ －

「 た の し い 子 育 て 」 の 情 報 発 信

官民連携で「 たのしい子育て」 を情報発信し 、 子育て世帯間の交流や子ども を持つこ と を検討中の夫婦の不安解消等を支援する。

目 的

担当 少子政策課 企画・ 子育てムーブメ ント 担当
内線 ３ ３ ２ ５

【予算額】７，７９０千円

事業概要

１ 「たのしい子育て」の情報発信 ７，７９０千円

新 規

（ １ ） SAI TAMA子育て応援フェスタ （ 新 規 ） ７ ， ７ ９ ０ 千円
趣 旨 官民連携で「 たのしい子育て」 を情報発信し 、 体験型イベント 等を通じて子育て世帯間の交流や子ども を

持つこ と を検討中の夫婦の不安の解消等を支援する。

時 期 令和５ 年秋頃

内 容 ・ 子ども 向け体験コーナー、 親子向けワーク ショ ッ プ、 子育て関連企業のイベント 等
・ メ インステージでの子育てや妊活に関する ト ーク ショ ー等
・ 子育て世帯を対象にした商品・ サービスを扱う 企業・ 団体による展示・ 販売等
・ 県・ 市町村ブースによる子育て支援情報の提供等

目 標 ・ 来場者数 目標２ ０ ， ０ ０ ０ 人
・ 出展団体数 １ ０ ０ 団体

ターゲッ ト 妊娠中及び乳幼児から小学生の子ども を持つ子育て中の家族、
子ども を持つこ と を検討中の夫婦

場 所 県内イベント 施設

主 催 SAI TAMA子育て応援フェスタ実行委員会
※実施イメ ージ



－ ８ －

様々な子育て家庭のニーズに対応する支援

産前産後から 就学前、 就学後まで様々な子育て家庭が身近な地域で安全にかつ安心して子育てができるよ う 、 利用者支援事業を
核と した多機能型地域子育て支援を推進する。

目 的

担当 少子政策課 子育て環境整備担当
内線 ３ ３ ２ ２

【予算額】１７，２５８千円

事業概要

１ 多機能型地域子育て支援の推進 １７，２５８千円

（ ２ ） 多機能型地域子育て支援研修会の開催 （ 新 規 ） ７ ５ ８ 千円
利用者支援事業の実施主体である市町村職員や利用者支援専門員等に対する研修会を開催する。

新 規

（ １ ） 多機能型地域子育て支援モデル事業の実施（ 新 規 ） １ ６ ， ５ ０ ０ 千円
産前産後・ 就学前・ 就学後を対象と する事業をそれぞれ１ つ以上実施する事業者に人件費や整備費用等を補助する。

＜補 助 率＞ 県１ ／２ ・ 市町村１ ／２
＜補助基準額＞ 基本事業： １ か所３ ０ ０ 万円＋県メ ニュー１ 事業につき４ ０ ０ 万円（ 最大２ 事業）

※基本事業： 国・ 県メ ニューに関わらず産前産後・ 就学前・ 就学後それぞれ１ 事業を実施

利用者支援専門員等

保育士等が常駐、 出産・ 子育て関する相談全般に対応

必要な支援先を紹介

相談

産前産後事業 就学前事業 就学後事業

認定こ ども 園（ 就学前事業） 、 放課後児童ク ラブ（ 就学後事業） の運営事業者が産前産後事業に新たに取り 組むケース

人件費等を補助（ 300万円）

整備費用を補助（ 400万円）

・ 認定こども 園（ 国メ ニュー） ・ 放課後児童クラブ（ 国メ ニュー）・ マタニティ ハウス（ 県メ ニュー）

モデル事業イ メ ージ

◇その他のメ ニュー例
・ 宿題カフェ （ 県メ ニュー）

◇その他のメ ニュー例
・ 地域子育て支援拠点事業（ 国メ ニュー）

◇その他のメ ニュー例
・ 産後ケア事業（ 国メ ニュー）

WANPUG

WANPUGWANPUG
WANPUG



－ １ ０ －

保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進

保育所等の待機児童対策を着実に進めると と も に、 市町村と 連携し 、 総合的な保育士確保対策を推進する。

目 的

担当 少子政策課 施設運営・ 人材確保担当
内線 ３ ３ ４ ９

事業概要

１ 保育士の確保・定着と保育の質の向上に向けた総合的取組の推進 ２，０９２，５０７千円

（ １ ） 保育士の奨学金返済支援（ 新 規 ） ４ ２ ， ５ ０ ０ 千円
・ 県内保育所等で新たに勤務する保育士に対する奨学金返済の支援を行う 市町村への補助

〔 支援額〕 年額１ ８ 万円（ 上限。 県負担割合１ ／２ ） 〔 支援期間〕 最長５ 年間

（ ２ ） 保育士確保の推進 １ ０ ３ ， ９ ２ ６ 千円
・ 「 保育士・ 保育所支援センター」 の運営、 求職者向け専用サイ ト やＳ ＮＳ での情報発信
・ 新卒保育士及び潜在保育士への就職準備金の貸付（ ２ 年間勤務で返済免除）

（ ４ ） 保育士の宿舎借上費用への助成 １ ３ １ ， ５ ４ ０ 千円
・ 国の「 保育士宿舎借り 上げ支援事業」 を実施する市町村と 保育所等への上乗せ補助による住居費負担の軽減

一部新規

【予算額】２，０９２，５０７千円

（ ３ ） 低年齢児保育等の充実 １ ， ０ ８ １ ， ３ ２ ０ 千円
・ 一歳児の担当保育士を県が定める基準（ 保育士： 一歳児＝１ 人： ４ 人） まで加配するための経費を助成
・ 乳児の年度途中入所のための乳児担当保育士雇用経費の助成
・ 中・ 軽度の障害児に対する保育士の加配経費の助成

（ ５ ） 保育士等への研修と 保育補助者等の配置支援 ７ ３ ３ ， ２ ２ １ 千円
・ 「 保育士等キャ リ アアッ プ研修」 や「 子育て支援員研修」 などの研修会の開催
・ 保育所等における保育士の業務負担軽減のための保育補助者等の配置に係る経費の助成



－ １ １ －

放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 充 実

労働等によ り 昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、 授業の終了後に遊び及び生活の場を与える 「 放課後児
童ク ラブ」 の運営に必要な経費を補助すると と も に、 利用児童の増加等に対応するため放課後児童ク ラブの整備を促進する。

加えて、 「 『 埼玉県放課後児童ク ラブガイ ド ラ イン』 の遵守」 、 「 放課後児童支援員の処遇の改善」 、 「 有資格者による質の向
上」 を柱と した埼玉版放課後児童健全育成事業の推進によ り 、 よ り 安心・ 安全な放課後児童ク ラ ブの運営を支援する。

目 的

担当 少子政策課 子育て環境整備担当
内線 ３ ３ ２ ２

【予算額】７，４７４，６９４千円

事業概要

１ 埼玉版放課後児童健全育成事業の推進による安心・安全な放課後児童クラブの運営支援 ７，４７４，６９４千円

（ ２ ） 放課後児童ク ラブ等運営費の補助 ６ ， ８ ７ ０ ， ４ ９ ９ 千円
放課後児童ク ラ ブの利用児童数及び開所日数等に応じた運営費の補助を行う 。

一部新規

 運営費に係る県単独補助事業の補助要件の見直し
国の処遇改善事業の活用等を補助要件に追加することにより処遇の改善を促進

（ ３ ） 放課後児童ク ラブの整備促進（ 一部新規） ５ ７ ７ ， ４ ４ ５ 千円
利用人数の増加に対応すると と も に、 児童の安全・ 情緒の安定の観点から 、 適正規模

への移行促進等を図るため、 新設や既存施設の改修などを進める。

 施設整備に係る県単独上乗せ補助の実施【新規】
県ガイドラインを遵守した施設整備の場合、市町村負担の１／２を補助

埼玉版放課後児童健全育成事業
イ メ ージ

・ 対 象 数 1, 996か所
・ 負担区分 国1/3、 県1/3､市町村1/3 など

・ 対 象 数 (新設) 34か所 (改修) 31か所
・ 負担区分 (新設)国1/3、 県1/6､市町村1/6 など

(改修)国1/3、 県1/3､市町村1/3
※県ガイ ド ラ インを遵守した場合、 市町

村負担の1/2を補助

（ １ ） 放課後児童支援員の確保及び定着支援（ 一部新規） ２ ６ ， ７ ５ ０ 千円
放課後児童支援員による質の向上を図るため、 保育士養成校へのアプローチや巡回ア

ド バイザーによる助言など人材確保及び定着支援対策に取り 組む。

 保育士養成校へのアプローチ 【新規】
ＰＲリーフレットの作成、学生向け現場体験（ボランティア等）の受入を支援等

新規・ 拡充内容

新規・ 拡充内容


